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【Point】・定年（60 歳）退職後、複数回更新してきた有期労働契約の更新を 66 歳で雇止めし

たことが争われた事案。

・65 歳までとそれ以降で雇用制度が異なること等を理由に、65 歳までとそれ以降と

で更新の合理的な期待の程度が大きく異なるとして、雇止め法理の適用を否定し

た。

【事案の概要】 

本件は、道路工事等の事業を行う会社であ

る Y 社（被告）を定年（60 歳）退職した X
（原告）が、その後複数回更新してきた有期

労働契約の更新を 66 歳で拒絶されたことに対

し、当該雇止めが労働契約法（以下「労契

法」といいます。）19 条に違反すると主張

し、雇用契約上の地位の確認と賃金等の支払

いを求めた事案です。

Xは 1982年にY社に総合職社員として入社

し、以後管理業務に従事、2017 年 6 月に 60
歳で定年退職しました。

Y 社の定年後再雇用制度は、高年齢者雇用

安定法（以下「高年法」といいます。）に基

づき、60 歳から 65 歳までを「再雇用社員」

として雇用確保措置としての再雇用が予定さ

れているのに対し、65 歳以降については、会

社が必要と認めた場合に限り「契約社員」と

して雇用するという仕組みが採られていまし

た。

X は、定年退職後も Y 社と 1 年間の有期労

働契約を締結し、「再雇用社員」として引き

続き勤務し、管理業務に従事していました。

その後も、X は毎年、Y 社の人事担当者との

面談を経た上で「再雇用社員」として有期労

働契約を更新してきました。

そして、X が 65 歳到達後は、「契約社員」

として Y 社と有期労働契約（契約期間 2022
年 7 月 1 日～2023 年 3 月 31 日）を締結しま

した。その後、当該契約終了後、再び「契約

社員」として契約期間を 2023 年 4 月 1 日～

2023年6月30日までとする有期労働契約（以

下「本件労働契約」といいます。）を締結し

ました。同契約では契約更新はしない旨定め

られており、契約締結の際に X は Y 社から次

回の更新は行わない旨をあらかじめ告げられ

ていました。

一方、Y 社においては、これまで 65 歳以降

も契約を更新している従業員が多数存在して

いましたが、2022 年度に業績が大きく悪化し

たことを受けて、同年 8 月 5 日、全従業員に

向け、「業績最大赤字に関する緊急事態宣

言」と題する書面を発出し、経費削減を訴え

るとともに、同年 12 月 1 日には、人員を含め

たあらゆる経費の削減に努めること、人件費

の削減（工事現場を除く 65 歳以上の契約の厳

格化）等の施策を社長談話で発表し、65 歳以

上の契約社員について契約更新の取扱いを厳

格化する方針が社内に示されていました。

そのような状況の中、本件労働契約が終了

する約 1 か月前の 2023 年 5 月 11 日、X は同

年 6 月に 66 歳を迎えるところ、同年 7 月 1 日

以降も有期労働契約の更新を希望しました。

しかし、Y 社はこれを拒絶し、X との雇用関

係は同年 6 月 30 日で終了しました（以下「本

件雇止め」といいます。）。なお、 Y 社では

業績悪化により、2023 年度は、満 65 歳以上

の契約社員の有期労働契約の締結又は更新に

ついて厳格化することにし、70 歳未満で雇用

継続を希望した 34 名のうち、X を含む 6 名に

ついて有期労働契約の更新をしませんでし

た。

これに対し X は、定年退職後も 5 年以上に

わたり有期労働契約の更新を繰り返してきた

ことから、本件労働契約は実質的に期間の定

めのない労働契約と同視できると主張すると

ともに（労契法 19 条 1 号）、Y 社には 65 歳

以上でも契約を更新している従業員が多数存

在したこと等を理由に少なくとも 70 歳までは

契約が更新されるとの合理的期待があったと

して（同条 2 号）、本件雇止めの無効を主張

しました。

以下では、本件雇止めの有効性についての

判示を中心にご紹介いたします。

【裁判例紹介】 
65 歳以降の雇用について雇止め法理の適用を否定した事例 

‐大成ロテック事件 

（東京地判令和 7 年 3 月 11 日・労経速 2594 号 3 頁）
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【判断の概要】 
本判決は、原告の請求をいずれも棄却し、

本件雇止めについて労契法 19 条の適用を否定

し、本件雇止めは有効であると判示しまし

た。 
まず、労契法 19 条 1 号該当性については、

有期労働契約締結の際には、いずれも、Y 社

の人事担当者が X と面談をして契約締結の意

向を確認した上で、雇用契約書が作成されて

おり、更新手続が形がい化していたとはいえ

ず、契約更新の回数等を考慮しても、労契法

19 条 1 号に該当しないと判示しました。 
次に、同条 2 号該当性については、Y 社の

定年後再雇用制度は、高年法に基づく雇用確

保措置として 65 歳までの再雇用が予定されて

いるのに対し、65 歳以降については努力義務

の就業確保措置として、会社が必要と認めた

場合に契約社員として雇用するにとどまり、

両者は明確に区分されていたこと、そしてこ

れらの制度は X を含む従業員に周知されてお

り X もその内容を理解していたという事情を

踏まえれば、「満 65 歳までの雇用区分を再雇

用社員とする有期労働契約とそれ以降の雇用

区分を契約社員とする有期労働契約では、労

働契約更新の期待の程度には大きな差異があ

り」、65 歳以降の雇用について労働契約更新

の期待をもつことが合理的であるということ

は困難というべきであると判示しました。 
加えて、最終的に雇用区分を「契約社員」

とする有期労働契約は、1 回しか更新されて

いないこと、更新の際、それ以降の更新はな

い旨伝えられていること、Y 社は、X に対し

て、本件労働契約終了後も雇用が継続される

ことを期待させるような言動は行っていない

こと、2023 年度における Y 社の「契約社員」

の更新状況をみても、70 歳未満で契約更新を

希望した 34 人の内、X を含む 6 人が契約更新

されず雇用契約が終了となっており、65 歳以

降も原則として契約更新がなされる取扱いで

あったとまでは評価できないといった事情も

考慮し、本件労働契約の契約期間の満了時に

満 66歳に達するXにおいて、本件労働契約が

更新されるものと期待することについて合理

的な理由があるとは認められないと判示し、

労契法 19 条 2 号該当性を否定しました。 
Y 社には 65 歳以上でも契約を更新している

従業員が多数存在した旨の X の主張について

は、2022 年度までは満 65歳以上であっても、

希望すれば概ね契約社員として雇用するとい

う運用であったものの、高年法の改正等を踏

まえて制度変更がなされていること、また、

満 65 歳以上の契約社員については、あくまで

も「会社が必要として採用」する者につき雇

用契約を締結ないし更新するものとし、更新

の条件が契約書で明記されていたこと、その

ような状況において、2022 年度に入って Y 社

の経営状況が悪化し、満 65 歳以上の有期雇用

契約の更新について厳格化する旨、全従業員

に表明していたこと等の事情を考慮し、当該

事情は本件労働契約の更新を期待することに

ついて合理的な理由がないとの判断を左右す

るほどの事情とはいえない旨判示していま

す。 
 
【検討・コメント】 
本判決は、65 歳以上の従業員の雇止めにつ

いて会社側に有利な判断を示したものとして

実務上参考となります。 
本件において、X については「再雇用社

員」となって以降複数回の契約更新実績があ

りましたし、Y 社では 65 歳以上でも契約を更

新している従業員が多数存在しましたが、本

判決は、Y 社の雇用制度において 65 歳までと

それ以降とで雇用制度が明確に区分されてい

たことや、契約締結時に更新をしない旨が説

明されていたこと、業績悪化に伴う人員削減

の方針が事前に社内に示されていたことなど

の事情を重視し、契約更新に対する合理的期

待を否定しました。高年法の改正に伴い、70
歳までの就業機会の確保措置を採る場合にお

いて、契約更新に対する合理的期待を低減さ

せる対応として、65 歳までとそれ以降で雇用

制度が異なるのであれば、当該取扱いを明確

に区分し、契約更新の有無について誤解を生

じさせないよう適切に説明することが有用と

考えられます。また、経営状況の変化による

人員削減の必要性が生じた場合には、当該方

針を事前に従業員に対して説明するなど、適

切な対応を講じることが望ましいと考えられ

ます。高齢者雇用の重要性が高まる中で、本

判決は 65 歳以降の雇用についての制度設計及

び運用の在り方を検討する上で参考となるも

のと考えられます。 
以上 
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